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（１）介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 115 条の 9 各号 
 

（４）指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための 
効果的な支援の方法に関する基準（平成 18 年 3 月 14 日 厚生労働省令第 35 号） 

 
 （５）指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について 
    （平成 11 年 9 月 17 日 老企第 25 号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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